
８．観光施設周遊バスの導入補助について（運輸通信サービス業部会）  

  

県内外及びインバウンドの観光客多く訪れており、コロナ禍以前に戻りつつあるなか、 

国道１号線の渋滞が現在でも発生し、今後も継続して渋滞が予想されます。 

また観光面からは、楽寿園・三嶋大社・三島スカイウォーク・伊豆フルーツパーク等

の市内観光や名所の回遊性を持たせることで更なる相乗効果が得られると考えます。 

そのため、郊外から市街地への誘導により、市内活性化、渋滞緩和対策、観光客への

利便性向上を図る手段として、観光周遊バスの導入が効果的と考えます。 

ついては、観光周遊バスの導入補助金の創設を要望いたします。 

 
回答（商工観光課） 

 
 市内の回遊性向上については、令和 5年 3 月に策定された「第 3 次三島市観光戦略

アクションプラン」の戦略のひとつとしており、市及び三島市観光協会を始めとする

観光関係者により、楽寿園、三嶋大社などがある市街地エリアと、三島スカイウォー

ク、伊豆フルーツパークなどがある箱根西麓エリアを結んだ、回遊性向上を図る取組

みを進めております。本年度は、市街地と郊外の観光地などを効果的に周遊できるよ

う、市内を巡るタクシーツアーに対する支援事業を 10 月から始める予定でおり、市内

への観光誘客及び利便性の向上を図ってまいります。 

また、観光周遊バスの導入については、すでに市街地と箱根西麓を結ぶ路線バスや

街中の観光地を周遊する市内循環バスが運行されておりますので、引き続き、これら

既存のバス路線を活用した各施設へのアクセス周知に努め、併せて、お得なフリーき

っぷの紹介を行うことで、公共交通機関への利用を促し、渋滞緩和に繋げていくとと

もに、観光客の利便性向上、市内活性化の促進を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

  


